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○
国
土
交
通
省
令
第
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十

七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
の
三
第
九
項
、
第
七
条
第
一
項
（
同
法
第
八
十
七
条
の

四
並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第

八
十
七
条
の
四
及
び
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
九
項
、
同
法
第
十
八

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
並
び
に
同
法
第
九
十
三
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
建

築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一

の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
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に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



- 3 -

改

正

後

改

正

前

（
確
認
申
請
書
の
様
式
）

（
確
認
申
請
書
の
様
式
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

二

(ろ)

(ろ)

(い)

(い)

図

書

の
種

類

明

示

す

べ

き

事

項

図
書
の
種
類

明

示

す

べ

き

事

項

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

～

～

十
二

十
二

十
三

法
第
三
十
五
条
の

各
階
平
面
図

令
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
に

十
三

法
第
三
十
五
条
の

各
階
平
面
図

令
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
に

規
定
が
適
用
さ
れ

規
定
す
る
窓
そ
の
他
の
開
口
部

規
定
が
適
用
さ
れ

規
定
す
る
窓
そ
の
他
の
開
口
部

る
建
築
物

の
面
積

る
建
築
物

の
面
積

令
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
第

令
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
第

二
号
に
規
定
す
る
窓
そ
の
他
の

二
号
に
規
定
す
る
窓
そ
の
他
の

開
口
部
の
開
放
で
き
る
部
分
の

開
口
部
の
開
放
で
き
る
部
分
の

面
積

面
積

消
火
設
備
の
構

消
火
栓
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
、

消
火
設
備
の
構

消
火
栓
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
、

造
詳
細
図

貯
水
槽
そ
の
他
の
消
火
設
備
の

造
詳
細
図

貯
水
槽
そ
の
他
の
消
火
設
備
の

構
造

構
造
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令
第
五
章

各
階
平
面
図

開
口
部
及
び
防
火
設
備
の
位
置

令
第
五
章

各
階
平
面
図

開
口
部
及
び
防
火
設
備
の
位
置

第
二
節
の

第
二
節
の

規
定
が
適

耐
力
壁
及
び
非
耐
力
壁
の
位
置

規
定
が
適

耐
力
壁
及
び
非
耐
力
壁
の
位
置

用
さ
れ
る

用
さ
れ
る

建
築
物

防
火
区
画
の
位
置
及
び
面
積

建
築
物

防
火
区
画
の
位
置
及
び
面
積

階
段
の
配
置
及
び
構
造

階
段
の
配
置
及
び
構
造

階
段
室
、
バ
ル
コ
ニ
ー
及
び
付

階
段
室
、
バ
ル
コ
ニ
ー
及
び
付

室
の
開
口
部
、
窓
及
び
出
入
口

室
の
開
口
部
、
窓
及
び
出
入
口

の
構
造
及
び
面
積

の
構
造
及
び
面
積

歩
行
距
離

歩
行
距
離

廊
下
の
幅

廊
下
の
幅

避
難
階
段
及
び
特
別
避
難
階
段

避
難
階
段
及
び
特
別
避
難
階
段

に
通
ず
る
出
入
口
の
幅

に
通
ず
る
出
入
口
の
幅

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
避

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
避

難
階
に
設
け
る
屋
外
へ
の
出
口

難
階
に
設
け
る
屋
外
へ
の
出
口

の
幅

の
幅

令
第
百
十
八
条
に
規
定
す
る
出

令
第
百
十
八
条
に
規
定
す
る
出

口
の
戸

口
の
戸

令
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項

令
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
施
錠
装
置
の
構
造

に
規
定
す
る
施
錠
装
置
の
構
造

令
第
百
二
十
六
条
第
一
項
に
規

令
第
百
二
十
六
条
第
一
項
に
規
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定
す
る
手
す
り
壁
、
さ
く
又
は

定
す
る
手
す
り
壁
、
さ
く
又
は

金
網
の
位
置
及
び
高
さ

金
網
の
位
置
及
び
高
さ

二
面
以
上
の
断

直
通
階
段
の
構
造

二
面
以
上
の
断

直
通
階
段
の
構
造

面
図

面
図

耐
火
構
造
等
の

主
要
構
造
部
及
び
防
火
設
備
の

耐
火
構
造
等
の

主
要
構
造
部
及
び
防
火
設
備
の

構
造
詳
細
図

断
面
の
構
造
、
材
料
の
種
別
及

構
造
詳
細
図

断
面
の
構
造
、
材
料
の
種
別
及

び
寸
法

び
寸
法

室
内
仕
上
げ
表

令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二

室
内
仕
上
げ
表

令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
三
項
第
四
号
に
規
定

号
及
び
第
三
項
第
四
号
に
規
定

す
る
部
分
の
仕
上
げ
及
び
下
地

す
る
部
分
の
仕
上
げ
及
び
下
地

の
材
料
の
種
別
及
び
厚
さ

の
材
料
の
種
別
及
び
厚
さ

令
第
百
十
七
条

令
第
百
十
七
条
第
二
項
第
二
号

令
第
百
十
七
条

令
第
百
十
七
条
第
二
項
第
二
号

第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
建
築
物
の
部
分
に

第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
建
築
物
の
部
分
に

及
び
令
第
百
二

該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

及
び
令
第
百
二

該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

十
三
条
第
三
項

め
に
必
要
な
事
項

十
三
条
第
三
項

め
に
必
要
な
事
項

第
二
号
の
規
定

第
二
号
の
規
定

に
適
合
す
る
こ

令
第
百
二
十
三
条
第
三
項
第
二

に
適
合
す
る
こ

令
第
百
二
十
三
条
第
三
項
第
二

と
の
確
認
に
必

号
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の

と
の
確
認
に
必

号
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の

要
な
図
書

適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

要
な
図
書

適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
百
二
十
一

直
通
階
段
で
屋
外
に
設
け
る
も

（
略
）

条
の
二
の
規
定

の
が
木
造
で
あ
る
場
合
に
お
け

に
適
合
す
る
こ

る
当
該
直
通
階
段
の
構
造
及
び

十
四

（
略
）

と
の
確
認
に
必

防
腐
措
置

～

要
な
図
書

九
十
二
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（
略
）

十
四

（
略
）

～
九
十
二

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11

（
計
画
の
変
更
に
係
る
確
認
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

（
計
画
の
変
更
に
係
る
確
認
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
三
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
三
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
変
更
後
も
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
変
更
後
も
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と

が
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
。

が
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

開
口
部
の
位
置
及
び
大
き
さ
の
変
更
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を

十
四

開
口
部
の
位
置
及
び
大
き
さ
の
変
更
（
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も

除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

（
削
る
）

イ

当
該
変
更
に
よ
り
法
第
二
十
八
条
の
適
用
を
受
け
る
開
口
部
に
係
る
変
更

で
採
光
及
び
換
気
に
有
効
な
面
積
が
減
少
す
る
も
の

（
削
る
）

ロ

耐
火
建
築
物
、
準
耐
火
建
築
物
又
は
防
火
地
域
若
し
く
は
準
防
火
地
域
内

に
あ
る
建
築
物
で
耐
火
建
築
物
及
び
準
耐
火
建
築
物
以
外
の
も
の
の
開
口
部

に
係
る
変
更
で
当
該
変
更
に
よ
り
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
あ
る
外
壁

の
開
口
部
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

十
五
・
十
六

（
略
）

十
五
・
十
六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
二
号
様
式

（第
一
条
の
三

第
三
条

第
三
条
の
三
関
係

）
（Ａ

４

）

第
二
号
様
式

（第
一
条
の
三

第
三
条

第
三
条
の
三
関
係

）
（Ａ

４

）

、
、

、
、

（略

）

（略

）
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（注
意

）

（注
意

）

１

～４

（略

）

１

～４

（略

）

．
．

．
．

５
第
四
面
関
係

５
第
四
面
関
係

．
．

①
～⑳

（略

）

①

～⑳

（略

）

㉑
建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
2
1
条
の
２
の
適
用
を
受
け
る
直
通
階
段
で
屋
外
に

（新
設

）

設
け
る
も
の
が
木
造
で
あ
る
場
合
に
は

1
9欄
に

そ
の
旨
を
記
入
し
て
く
だ

、
、

さ
い
。

㉒

（略

）

㉑

（略

）

６
・
７

（略

）

６
・
７

（略

）

．
．

．
．

第
三
号
様
式

（第
一
条
の
三

第
三
条

第
三
条
の
三

第
三
条
の
四

第
三
条
の
第
三
号
様
式

（第
一
条
の
三

第
三
条

第
三
条
の
三

第
三
条
の
四

第
三
条
の

、
、

、
、

、
、

、
、

七
第
三
条
の
十

第
六
条
の
三

第
十
一
条
の
三
関
係

）
（Ａ
４

）

七
第
三
条
の
十

第
六
条
の
三

第
十
一
条
の
三
関
係

）
（Ａ

４

）

、
、

、
、

、
、

（略
）

（略

）

建
築
計
画
概
要
書

（第
二
面

）
建
築
計
画
概
要
書

（第
二
面

）

建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
事
項

建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
事
項

【１
地
名
地
番

】
～
【1

7
特
定
工
程
工
事
終
了
予
定
年
月
日

】

（略

）

【１
地
名
地
番

】
～
【1

7
特
定
工
程
工
事
終
了
予
定
年
月
日

】

（略

）

．
．

．
．

【1
8
建
築
基
準
法
第
1
2条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
要
否

】

【1
8
建
築
基
準
法
第
1
2
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
要
す
る
防
火
設
備
の
有

．
．

無

】

□要

□否

□有

□無

【1
9
建
築
基
準
法
第
12
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
要
す
る
防
火
設
備
の
有

．

無

】

□有

□無

【2
0
そ
の
他
必
要
な
事
項

】

【1
9
そ
の
他
必
要
な
事
項

】

．
．
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第
十
九
号
様
式

（第
四
条

第
四
条
の
四
の
二
関
係

）
（Ａ

４

）

第
十
九
号
様
式

（第
四
条

第
四
条
の
四
の
二
関
係

）
（Ａ

４

）

、
、

（略

）

（略

）

（注
意

）

（注
意

）

１

～４

（略

）

１

～４

（略

）

．
．

．
．

５
第
四
面
関
係

５
第
四
面
関
係

．
．

①

～⑪

（略

）

①

～⑪

（略

）

⑫
建
築
基
準
法
施
行
令
第
12
1
条
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
直
通
階
段
で

（新
設

）

屋
外
に
設
け
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
直
通
階
段
が
木
造
で
あ
る
か
否

、

か
に
つ
い
て

備
考
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

ま
た

当
該
直
通
階
段
が
木

、
。

、

造
で
あ
る
場
合
に
は

（注
意

）５
⑨
及
び
⑩
を
参
酌
し
て

当
該
直
通
階

、
．

、

段
に
用
い
る
材
料
の
種
類
並
び
に
当
該
直
通
階
段
の
構
造

防
腐
措
置
及
び
施

、

工
状
況
に
関
す
る
照
合
内
容

照
合
方
法
並
び
に
照
合
結
果
に
つ
い
て

併
せ

、
、

て
同
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

⑬

（略

）

⑫
（略

）

第
二
十
六
号
様
式

（第
四
条
の
八

第
四
条
の
十
一
の
二
関
係

）
（Ａ

４

）

第
二
十
六
号
様
式

（第
四
条
の
八

第
四
条
の
十
一
の
二
関
係

）
（Ａ

４

）

、
、
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（略

）

（略

）

（注
意

）

（注
意

）

１

～４

（略

）

１

～４

（略

）

．
．

．
．

５
第
四
面
関
係

５
第
四
面
関
係

．
．

①

～⑪

（略

）

①

～⑪

（略

）

⑫
建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
2
1
条
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
直
通
階
段
で

（新
設

）

屋
外
に
設
け
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
直
通
階
段
が
木
造
で
あ
る
か
否

、

か
に
つ
い
て

備
考
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

ま
た

当
該
直
通
階
段
が
木

、
。

、

造
で
あ
る
場
合
に
は

（注
意

）５
⑨
及
び
⑩
を
参
酌
し
て

当
該
直
通
階

、
．

、

段
に
用
い
る
材
料
の
種
類
並
び
に
当
該
直
通
階
段
の
構
造

防
腐
措
置
及
び
施

、

工
状
況
に
関
す
る
照
合
内
容

照
合
方
法
並
び
に
照
合
結
果
に
つ
い
て

併
せ

、
、

て
同
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

⑬

（略

）

⑫

（略

）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を

取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
改
正
前
の
建
築
基
準
法
施
行
規
則
別
記
第
三
十
八
号
様
式
、
別
記
第
三
十
九
号

様
式
及
び
別
記
第
三
十
九
号
の
二
様
式
に
よ
る
身
分
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準

法
施
行
規
則
別
記
第
三
十
八
号
様
式
、
別
記
第
三
十
九
号
様
式
及
び
別
記
第
三
十
九
号
の
二
様
式
に
よ
る
身
分
証
明

書
と
み
な
す
。


